
（別添２）
基本手当の給付率新旧比較図

１ ６０歳未満の受給資格者に係る給付率

＊右側の網かけ数値は、基本手当日額

２０％ ４０％ ５０％ ６０％ ８０％ 給付率

円2,290
円1,832

円2,300
円 円4,580 1,840

円3,664
円4,600

円3,680

円11,610
円5,805

円11,660
円5,830

図の一点鎖線は改正前、
実線は改正後の給付率。

※１ ※３

※２ ※４

賃金日額

（注）※１及び※２の賃金日額の上限額並びに※３及び※４の基本手当日額の上限額につ
いては、年齢階層により、次のとおりとなっている。

賃金日額 賃金日額 基本手当 基本手当
※ ※２ 日額※３ 日額※４1

（ ）（改正後) (改正前) （改正後） 改正前
３０歳未満 円 円 円 円12,740 12,790 6,370 6,395
３０歳以上４５歳未満 円 円 円 円14,150 14,210 7,075 7,105
４５歳以上６０歳未満 円 円 円 円15,550 15,620 7,775 7,810



２ ６０歳以上６５歳未満の受給資格者に係る給付率

＊右側の網かけ数値は、基本手当日額
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図の一点鎖線は改正前、
実線は改正後の給付率。
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